
93 

雑誌『教育美術』に見る映像メディア表現教育

-映像制作を用いた実践の概観とその意義一

I はじめに

本論は美術教育実践の中でも特に実写映像を用いた

制作とその手法に焦点を当て、中学校、高等学校指導

要領に記載されている「映像メディア表現」分野の活

動を実践する上での問題点と映像制作を用いた実践の

教育的意義、現状の問題点について論証するとともに

小学校における映像制作体験の必要性について述べ

る。その実践の検証にあたっては美術教育専門雑誌「教

育美術J1935 年第 l 号創刊号~ 2011年4月号に掲載

されているすべての映像表現実践に関する記述を収集

し、その歴史の概観と実践の分析を行った。

1 映像制作を用いた実践の概要

平成 10年の中学校学習指導要領美術科に「映像メ

ディア表現」の指導が盛り込まれて以降、美術科では

映像への教育の取り組みが積極的になされるように

なってきている。また、小学校においても、図画工作

科教科書でvn章表-2に示す映像メディ 7分野の題

材実践例が示されるなど、その必要性は増してきてい

る。「映像メディア表現」として扱われる領域には、

写真、実写動画、アニメ、 CGと様々な手法があり、

それぞれによって目指すべき教育的効果や教具は異な

る。本論では調査対象を実写映像の制作体験手法にし

ぼり、映像制作を実践する教育的有意性を明らかにす

ることを目指した。そのため、本稿において「映像J

は以後「実写動画」を指すものとする。

本稿では、雑誌というメディアを通して映像制作体

験を用いた美術科の教育実践活動の実態を明らかに

し、現在に至るまでの教育実践を概観的にたどる。資

料としては財団法人教育美術振興会発行の雑誌「教育

美術Jを用いる。その理由として日本で唯一美術教育

の月刊誌であり、また 70年以上継続して発行されて

下口美帆・長谷海平

いるといった長い歴史を持つ事実をふまえ、専門雑誌

という美術教育界の世相を反映したメディアであり、

実践を歴史的に振り返る上で最も相応しいと判断でき

るためである。

本稿では「教育美術」誌の創刊号から 2011年4月

号までの掲載記事・論文のうち、映像に関する記事を

収集した。収集した記事・論文を年代順に並べ、その

上で実践された背景や論考を述べてゆく。ただし、

1951年 12巻 9号、 1962年23巻 2号、 1965年26巻 8

号、 1955年 16巻 10号、 1956年 17巻 3号、 5号、

1957年 18巻 3号、 1958年 19巻 3号、 1959年20巻 2

号4号9号、 1960年21巻 2号、 4号、 1961年22巻 2

号、 3号、 13号、 1970年 31巻 3号、 1972年 33巻 3号、

1976年 37巻 2号、 1981年41巻 2号は資料の調査が

不可能であるため本論の調査対象としては除外する。

ただし、 1955 年~ 1961年、 1970年、 1972年、 1976年、

1981年に関しては通年を通して資料が存在し、何ら

かの都合で号数表記が飛んでいるものと推察される。

例えば 1961年は 1月号が 1号であり 2月号が4号と

表記されている。

「教育美術J誌をもとに実写映像の制作を利用した

ことが明確な教育の実践、もしくは、実写映像の制作

と美術教育について関連が読み取れる論文 記事を一

覧にしたものが下記の[表 11である。まず、これ

らの記事について、概要を述べる。
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[衰ー 1雑誌『教育美術』にみられる実写映像制作活動]

年 月 筆者 所属(掲載当時)

1975 6 
相場秀夫 横浜国立大学教育学部

付属中学校

1987 8 出町克人神奈川県立平塚ろう学校

1993 l 須田一成 川崎市立川中島中学校

1993 : 10 須田一成 川崎市立川中島中学校

1993 : 12 
新宿区立天神小学校

鈴石弘之 (東京都図画工作研究会会長)

2000: 8 柳沼宏寿福島市立福島第四中学校

20日目:11 黒木健 秋田県立雄物川高等学校

2007: 8 平向功一北海道札幌稲雲高等学校

2008 l 教育美術

2008: 4 教育美術!

2008: 5 教育美術 i

2010: 8 柳沼宏寿 i新潟大学

2日10i 9 柳沼宏寿 i新潟大学

12日11i 4 教育美術!

[-1. 1998年(平成 10年)以前の状況

1998年以前に「教育美術|に掲載された映像を用

いた実践に関わる記事・論文は 1998年以降と比較す

ると大変少ない。これは「映像メディア表現」が学習

指導要領に盛り込まれる以前の時期であったためであ

ると考えられる。

雑誌「教育美術jの中で映像制作を用いた実践に関

する記述がはじめて掲載されたのは、 1975年6月号で

ある。この論文は当時横浜国立大学教育学部付属中学

校の教諭であった相場秀夫が執筆したものである"。

実践内容はテレビ番組の制作を美術の授業において

行ったものであった。

この報告された相場の取り組みが時代的に特異で

あったことを示すかのように、次の「教育美術」で取

り上げられた映像制作の教育実践報告は 18年後の

1993年1月須田一成が行なった実践のを待たねばな

らない。

相場以後 18年間、実践の報告が誌 tで行われては

いないが、その実践報告の空白期間に映像表現と美術

教育で実践する重要性を述べた論文が掲載されてい

る。 1987年に掲載された出町の「映像化社会での美

術教育」引である。この論文中で出町はテレビと子ど

もの関係性を軸において「映像リテラシーの教育が検

記事・論文ヲイトル 内容

映像教育における《あそび》の意味 実践報告論文

映像化社会での美術教育 研究論文

CMビデオをつくろう 実践報告

CMピデオをつくろう 実践報告論文

東京の子どもの美術活動
Insea 

分科会発表報告

認知的方略の自覚化を通じた美術教育 実践報告論文

映像メディアを使った美術の授業 実践報告論文

「動きを取り入れた表現jの実証的研究 実践報告論文

トレンドセッション

「デジタルコンテンツ産業における 企画記事

人材育成と教育機関の役割j

教育美術 ITCメモデジタルビデオ編 コフム

両校生による映像表現 企画記事

シネリテラシーへの挑戦 I 連載記事

シネリテラシーへの挑戦E 連載記事

映像で学ぶ 特集

討され実践きれなければならないjと述べている。

相場の次に実践が掲載きれた 1993年の須田の実践

報告があった時点ではまだ中学校・高当学校学習指導

要領に「映像メディア表現」は盛り込まれていなかっ

た。そのため須田はデザイン(目的表現)の分野で映

像を授業で扱っている。

[-2.1998年(平成 10年)以降の状況

1998年以後、中学校・高等学校学習指導要領の中

に「映像メディア表現」が盛り込まれ、この時期を境

に「教育美術」において、映像制作を用いた実践に関

する内容について取り扱われる量が増えた。これは、

映像を扱った実践のあり方に関心が高まっているとい

う美術教育界の世相の反映であると言える。

2000年8月号では柳沼宏寿による「認知的方略の

自覚化を通じた美術教育J，.が掲載されている。この

論文では複数の美術教育に関する具体的な実践内容と

その意義についての報告を中心に執筆されており、映

像制作の実践はそのーっとして紹介されている。柳沼

はこの時の実践を発展させる形で、 2009年より「シ

ネリテラシーフェスタ in新潟」を開催しており、「教

育美術」誌上で教育的効果についてオーストラリアの

実践事例をもとにして述べている"刷。



柳沼の他にも実践報告としては 2ωo年 11月号では

黒木健「映像メディアを使った美術の授業jに 2008

年5月号には企業の社会貢献の一環として行なった活

動の報告である「高校生による映像表現」ヘ 2日11年

4月号では映像制作を取り込んだ実践の報告が特集記

事として 7件 9}10) II ~ 12¥ J:l)凶旧掲載されている。

実践報告ではないが、映像制作を実践に取り組む事

に関連した記事に、 2008年4月号の「教育美術 ITC

メモ デジヂルビデオ編」 ω という記事がある。これ

は「教育美術」の中でコラム的に書かれている記事で

あり、混在する映像記録の方法ごとの特徴と、録音の

観点から観た動画撮影のポイントなど映像機器に関す

る解説がなされていた。映像制作に特化した雑誌では

ないはずの「教育美術Jに映像制作機器に関する記事

が掲載されている背景には、美術科教育には美術科教

師が映像機器について基本的な知識を得る機会を求め

ている事が読み取れる。この知識的な需要の背景が読

み取れるものが次の記事である。 2008年 l月号の記

事「デジタルコンテンツ産業における人材育成と教育

機関の役割J17)の中では、「映像メディア表現」の問

題点、として、教師に対する「映像メディア表現」の教

授法に関する指導がなされていない事が指摘されてい

る。つまり、「教育美術」に映像機器の基本的な概念

についての記事が掲載された背景には「映像メディア

表現」の指導を求められているにもかかわらず、その

実践に対する知識的なフォローがなされていない状況

があるのである。そして、教師がその実践に対する前

提的な知識を自ら得なければならないため、「教育美

術 ITCメモ デジタルビデオ編」のような記事が求

められる状況が存在しているのである。

また、「映像メディア表現Jの実践について教育者

たちの現実が読み取れる論文が掲載されている。 2007

年8月号に掲載された平向の論文"では、平成 18年

度に北海道の高等学校の美術教師に対して行ったアン

ケ}トをもとに、「映像メディア表現」の実施に関す

る現状が報告されている。これによると、北海道の高

等学校では 6割の学校で「映像メディア表現jに対す

る授業が行われていない事がわかった。

また、小学校における実践については 1993年鈴石

による「東京のこどもの美術活動」の 1件が確認され

たのみであった。
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E 映像制作を用いた実践の問題点

前章により「美術教育」に掲載された映像に関する

記事を年代ごとに並べる事で、美術教育における映像

制作体験の概略的な状況が浮かひ苧上がった。

1998年以降は映像制作を用いた実践が取り上げら

れる機会も増え、学習指導要領に「映像メディア表現」

が取り込まれる以前より、映像制作は意欲的な教師に

より実践されてきた。だが、その一方で多くの美術科

教員にとって「映像メディア表現」が美術教育として

実践そのものが困難であるという現状も浮かひ、上がっ

てくる。

この困難な状況について出町は 1987年の時点で映像

を美術教育の時間に取り込む重要性を主張した上で、

「美術教育の教材として、映像が取り上げにくいのは、

学習指導要領や施設設備の基準との関連が考えられ

る。つまり、これまでは、美術と映像は日Ijものという

認識があった。また、映像を表現の手段とするには、

カメラや映像機器が一般的でなかった。jと当時映像制

作を授業に取り込む事の難しさを述べている問。

映像制作を授業に取り込む事への状況は 1998年以

降の「映像メディア表現jが学習指導要領に盛り込ま

れて以後も大きく変化していなしh この事を裏付ける

ように、平向は 2007年の論文の中で「映像メディア

表現が教育現場に導入された際、多くの美術教師は頭

を抱えた。」と述べている抑。その美術教師遠の実感

を表すものとして、平向の論文では 2006年に北海道

で高校の美術科教師相手に実施されたアンケート調査

結果を紹介している。このアンケートでは「映像メディ

ア表現」教育を実施していない学校が63%という結

果が出ている。アンケートには「映像メディア表現」

の授業が行われていない理由も掲載されていた。 l位

の理由として機材が無いことが上げられており、次い

で機材を使いこなせない、映像メディア表現が良くわ

からないという理由が続いた。

1位の機材が無い事は「教育美術jに掲載された映

像制作を用いた実践の記事からも読み取る事ができ

る。 1975年の相場の報告では、校長に機材購入を申

請し、快諾されたことが驚嘆に値するものであると述

べている印。これは、 1975年当初映像機器が一般的

に普及していなかった時代背景や、映像機器そのもの

が高価であるなどの社会情況からも機材が入手困難で
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ある状況が推察され、そのため相場が校長の快諾に驚

きを示したことは当然の反応である。だが、 2000年

の黒木も文中で、実践は「あれも無い、これも無いと

ついつい不満や愚痴が出てきそうになりますが、まず

は手もとの安い機器からはじめようという考えjから

実践を行なったと述べている 210 このとき黒木が実践

に用いた機材はレンズ付きフィルムと、写真をビデオ

に取り込む7ジフォトビジョンという機材である。黒

木が用いたレンズ付きフィルムは安価な写真用機材で

あり、動画の映像制作では通常用いられない。このこ

とからも黒木は機材が無い中で工夫しであるもの、利

用できるものの中で代用して実践に取り組んだ事が読

み取れる。また、 2011年の記事の中でも柳沼が現場

では授業を行う上で映像機材が不足していると述べて

いる。

確かに映像を制作するにはカメラなどの映像機器が

必要であるから、映像機器の不足が実施を妨げるとい

う訴えに正当性はある。だが、その一方で各学校に映

像機器が普及している事実に関する記述も「教育美術j

誌上で掲載されている。 1987年の出町による記述と幻l、

1993年の鈴石による記述である 24
1
0 これにより、映

像制作機器の不足が実施を妨げるという実践上の問題

点と、その問題点と真逆の事実を示す内容が同じ「教

育美術」紙面上で述べられているという状況的な矛盾

が見られる。

この一見矛盾した状況の原因については、機材の不

足が述べられていない須田の実践却を見る事により

推察することができる。

須田は 1クラス 6班。 1班につき 6名程度の編成を

組み授業を実践した。その際使用した主な機材は以下

の通りである。

.8ミリピデオカメラ (6台)

・録画再生用ビデオデッキ (6台)

・ビデオモニター (6台)

-家庭用エディテイングコントローラー

.ビデオテロッパー

・カセットデッキ

エディテイングコントローラーや、ビデオテロッパ一、

カセットデッキについては正確な数は報告されていな

かったが、少なくともカメラとどデオデッキとモニ

ターは各班に lつずつ準備されている。つまり授業で

映像作品を作るには少なくとも 6人に 1台の割合で機

材があれば、不足感なく映像制作の実践にとりかかれ

ることがわかる。また、同様に機材の不足が述べられ

ていない企業による教育実践おでは須田の実践より

も少ない 2~3 人で l 班を編成している。

機材の数を見ると、映像制作を授業で実践するには

ひとり l台の機器が必要ではないことが明らかであ

る。このことから、不足を感じている実施者たちには

班単位の実践を設計した上でも不足を感じる台数しか

機器が実践に用いる事しかできないことが推察され

る。

確かに、出町や鈴石は各学校にビデオカメラが普及

している事を述べている。しかし、これは実践の記録

用途での各学校への普及した事を述べたものであり、

教具として十分な数が各学校に配備されたかどうかに

ついての明確な事実ではない。

つまり、映像機器は確かに各学校に普及しているが、

教具として用いるには絶対数が少ないため「映像メ

ディア表現jを実施できない学校では映像機器の不足

を訴えているのである。映像制作を行うには必ず制作

機器が必要であり「映像メディア表現」の実践を行う

には映像機器の不足は解消されなければならない問題

である。

この他にも平向の論文では「映像メディア表現」を

教師が授業に取り込めない理由として機材が使いこな

せない、映像メディア表現が良くわからない、などが

挙げられている釦。これらについては、教員養成課程

での映像メディア表現に対する教育指導が一般的に行

なわれていない事が原因であると考えられる。 2008

年 1月号「デジタルコンテンツ産業における人材育成

と教育機関の役割jの記事の中で、為ヶ谷は所属する

女子美術大学が I(美術科の)教育者を育てるという

こともひとつの大きな役割と Lて担っている。jが、「実

際(大学が受け持つ教員養成のカリキュラム内容とし

て)1映像を教える」ということについて、具体的な

取り組みはなされていない。」と述べているお10 また、

これに続けて「学習指導要領の 100をやりなさい」

というだけでは、映4塾教育は進まないと思う。いろい

ろな意味で、教育者そのものが育っていないという情

況では難しい。」と、「映像メディア表現Jの教育を行

なうべき人材そのものが育っていない、育てられてい



ないという現状を述べている。

上記の記述は美術の枠組みで映像に関する教授法が

確立できていないと読み取る事ができる。この内容は、

教師は指導するべき内容に対する知識を公的な場で得

られる機会を与えられない状態であり、その上で公的

な学習指導要領により「映像メディア表現」の指導を

求められ、暗中模索の状態でその実践を行っている現

状の原因の Iつを示すものである。

以上のように機材や教師教育の面において、映像表

現を教育の場で扱う根幹の問題が未解決のまま、日本

では美術科で「映像メディア表現」に取り組んでいる

状況が浮かび上がってくる。そしてこれは、 1987年

の段階で出町が映像を教育で取り入れる上で指摘した

問題点のうち学習指導要領に「映像メディア表現」が

取り込まれた以外は継続した問題である。

U 問題をふまえた上での実践

「映像メディア表現」を授業で取り組む事には機材

面と人材面といった2点の継続的に抱え続けている問

題を解消しなければならない事が明らかになった。で

は、実践を行った者たちはどのように困難を乗り越え

て「映像メディア表現jである映像制作を教育の場に

取り入れてきたのであろうかc

3章で取り上げた黒木の実践は身近なものを代用す

る事で「機材jの面における問題点を克服するもので

あった。これは授業を実践する道具が不足している状

況に対し、映像制作には一般的に用いられない道具を

代用することで対応した試みと言える。生徒が学習を

行う上で十分な数のビデオカメラがない状況に対し

て、手元にある安価な機材である使い捨てのフィルム

カメラを代用する事によって授業を成立させている。

また、柳沼は 2010年 9月号「シネリテラシーへの

挑戦IIJ即の中で実践をもとにした報告を行い、問題

点を解消する方法として外部との連携を利用すること

を挙げている。これは、映画の専門学校という地域社

会の資産を利用した上で画期的であった。映画の専門

学校には映像制作機器と制作に関する知識が十分にあ

るため、連携を行う事でソフトとハードの問題を解消

する事ができている。

また、柳沼とは逆に学校の外部から映像教育の実践

を働きかける例も報告されている。 2008年5月号「高
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校生による映像表現」却に報告されている SONYの

企業の社会貢献活動である。これはソニームービー

ワークスと名付けられた活動であり、高校生を対象と

して行なわれたものである。この活動も「映像メディ

ア表現」の抱える継続的な問題点を解消できているも

ので、十分な機材の貸し出しと映像制作の専門家であ

るソニーの社員による教育がなされている。

柳沼の報告や SONYによる実践は「映像メディア

表現」の教育を実践する上での問題点である、機材・

人材の問題を見事に解決している。しかし、これらの

解決方法が有効に機能するのはある条件の下でのみで

しかないという新たな問題点が浮かび上がる。

柳沼の報告にあった 2校の実践例は日本映画学校

(現 日本映画大学)との連携があった上で成功して

いる。日本映画学校は神奈川県に設置された専門学校

であり、連携を行なった2校との地域的結びつきが強

いという地理的条件が作用している。つまり、地域に

連携が可能な対象が存在するという前提条件が無けれ

ば、連携自体が不可能であり、地域によっては問題を

解消する方法として採用することができない。また、

ソニームービーワークスの実践は2次選考までの選抜

があり、参加者数を予定した適正人数まで絞り込んで

いるという前提の上で成立している実践である。

映像制作を教育実践に取り込む上での困難を解消す

るには、黒木のように不足した機材しかないというマ

イナス面を考慮した上で、新しい指導方法を考案する

と言った教師個人の努力か、柳沼や企業の実践のよう

に地域あるいは会社と言ったものの個別の特殊性を活

かした取り組みによって乗り越えらることが明らかに

なった。しかし、黒木の実践が、あれもないこれもな

いと言った状況のあきらめから出発している事からも

わかるように、「映像メディア表現jの教育実践を行

う上で、映像機器の設備や教員に対する教育といった

根本的な問題を解消するものではない。これは、地域

性や企業の社会貢献活動においても同様である。

v.実践の意義

映像が日常生活に入り込んで以降、美術教育の場で

映像制作を利用した実践が重ねられてきた事が明らか

になり、同時に映像制作を美術教育で実践するには状

況的に解消しきれていない問題点がある事がわかっ
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た。

では、機材面・人材面における問題点を継続的に抱

えながらも、映像制作が教育に取り込まれてきた背景

として、どのような教育的意義が考えられてきたので

あろうか。

相場はテレビの映像を毎日見ながら育った人聞が、

テレビに映っているのは現実であり、真実だと思い込

んでも不思議もない状況に対し危慎を覚えた。そして、

この状況に対し映像言語を獲得する事で一人一人が対

応する力をつけなければならないと考え、映像制作を

教育実践に取り込んだ.1l1。

つまり相場の実践はテレビというマスメディアに対

する批判的な能力を育成するというメディアリテラ

シーの必要性から実施されたものである。同様の考え

は出町の論文にも見られる。

出町はテレビ文化が急、速に広がった事に対する危機

感と活字文化中心である学校と子どもたちが生活する

映像中心の文化のずれの現状から、テレビに対するリ

テラシー教育が必要であるとの観点に立った。そこか

ら、美術教育は人間の成長発達に関わる教科であると

し、ねらいは個としての自己充足と、集団としての相

互伝達の両方に置かれねばならないとした。また、映

像についても単に視聴するだけでなく、実際に映像機

器を使ってメッセージを創作していく体験が必要であ

ると述べた。さらに、映像の習慣的見方が、現実の世

界を見る時に規制作用として働く傾向があることを指

摘し、映像に対する正しい認識が、絵や彫塑などの制

作と同様に、身を持った体験として実際にカメラを手

に撮影し編集して初めて養われると論じている辺)。

日本において既存の諸教科とメディア教育との関連

を初めて構造的にとらえようとしたのは 198日年代初

頭の出来事である加。また、積極的に実践が取り組ま

れ始めたのは 2000年頃からである。このことからも、

相場の実践は時代的な問題点を先駆的にとりあげたも

のであったと言える。また、出町の記事が掲載された

時期は、日本で旧郵政省が「放送分野における青少年

とメディアリテラシーに関する調査研究会報告書」

のために本格的なメディアリテラシーに関する調査が

行われる 1998年に先んじてメディアと教育の関係性

を考察したものであった。いずれにせよ、テレビとい

うマスメディアが子どもたちの生活に入ってくること

により、感覚や生活様式が変化することに対する危機

感から、美術の授業で映像制作を取り込むことが真剣

に考えられていたのである。

メディアリテラシーとは、メディアに関する能力を

リテラシー(読み書き)という言葉で比験的に表した

ものである。メディアリテラシーは使用能力、受容能

力、表現能力の複合化した能力であると言う前提で、

人間がメディアに媒介された情報を、構成されたもの

として批判的ーマスメディアをたんに悪者扱いした

り、内容の批判をするといった狭い意味ではなく、制

作の論理も理解しつつ、幅広い視野のもとで建設的な

議論をしていく姿勢の意味での に受容し、解釈する

と同時に、自らの思想、や意見、感じている事などをメ

ディアによって構成的に表現し、コミュニケーション

の回路を生み出してゆくという複合的な能力であるお)。

相場は文中にメディアリテラシーという言葉が全く用

いられておらず、実践の方法論として遊びの概念を用

いる事の重要性を中心に述べられていた。しかし、相

場の論文中に実践のねらいとして語られていることは

マスメディアが流す情報に対する防衛的な能力の育成

を目指していることが読み取れ、現在のメディアリテ

ラシー教育の概念と同義ものといえる。

メディアリテラシーの概念をふまえた事が読み取れ

る「教育美術」に掲載された実践報告は須田以後のも

のとなる。

須田は「生徒は日ごろからテレビのコマーシャル

を見る機会が多い。実際に自分たちで制作してみる

ことで、映像の持つ効果や発想や工夫を体験し、あ

らためてテレビのコマーシャルを見直すことになる

だろう。」知と、映像情報を読み解くことを目指して

実践に取り組んでいる。

映像制作は映像を扱うという観点からメディアリテ

ラシーと親和性が高い。そのため、表現を扱う科目で

ある美術科でメディアリテラシーの実践が行われてき

たと考えられる。しかし、美術科ではメディアリテラ

シーとしての取り組みから発展し、映像制作体験は新

たな教育的な問題に展開して取り組んだ実践も存在し

ている。

柳沼は「シネリテラシーへの挑戦 1J鉛 f の中におい

て、オ}ストラリアで行なわれている「シネリテラ

シーJと名付けられた実践について報告し、「シネリ

テラシーへの挑戦 IIJ 371では、その考えをもとにした

柳沼の実践を報告している。シネリテラシーとは、「映



画を論理的に読み解き、映画の制作を通して学習意欲

を高める教育活動」であるとオーストラリアでの実践

をもとに柳沼は定義している。この点だけを取り上げ

ると「映画を理論的に読み解Jくことを目標にしたシ

ネリテラシーは従来のメディアリテラシーと同じ学習

目標である用に見える。しかし、その上で「映画の制

作を通して学習意欲を高める教育活動jとして取り組

まれていることは、単なる読み解き能力から発展し、

美術教育としての映像制作に新たな教育的価値を付与

した実践であると言える。

メディアリテラシーはテレビなどのマスメディアが

現実に対して強い影響力を持つことに対する危機感が

社会背景にあり、無批判に映像情報を受け入れること

が危険だという問題意識から、美術科で映像制作を教

育実践に取り込まれてきた事と同様に、シネリテラ

シーは教育そのものの現在的な問題について、美術教

育が反応したものである。シネリテラシーが反応した

現在的な問題とはその実践内容を「学習意欲を高める

教育活動」と述べているように、学校教育で行われて

いる学びそのものに対する問題である。

オーストラリアで行なわれているシネリテラシ}が

実施されたのは、学力不振が深刻な問題になっている

社会的背景がある。シネリテラシーが実践されている

ニューサウスウエールズ州は英語を母国語としない子

どもが多い地区で、その言語的な原因が学力低下など

教育的な問題を引き起こしていた。これを解消する手

立てとして、教育の現場に映画制作を取り込んだので

ある。掛また、この地区における実践は一定の効果が

報告されている P。

オーストラリアの学力不振と類似する問題は日本で

も学力低下問題として起きている。佐藤は日本の子ど

もたちが、今や、世界でもっとも勉強を嫌悪し、勉強

しない子どもへと転落していると、教育現場の問題を

指し「学びからの逃走」と名付けられた現象が起きて

いると述べている心。また、日本の小中学生の学力は

19世紀型の基礎学力において強く、 21世紀型の創造

的思考において弱い特徴を示していることも IEAの

データをもとに指摘されている m。

シネリテラシーの実践から見込まれる教育的効果を

ふまえると、「学ぴからの逃走」や 21世紀型の創造的

思考に弱くなっているという教育現場で起きている問

題に対して美術教育が反応した結果の実践として映像
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制作が用いられている事がわかる。

1995年の IEAの調査で中学二年生の校外の学習時

間の世界の平均は 2.0時間であったが、日本は 2.3時

間で、比較可能な 37カ国中 30位だった。さらに 1999

年の調査では、日本の中学生の校外の学習時間は1.7

時間にまで落ち込んで 37カ国中 35位に転落し、状況

が悪化している事が報告されている。このように校外

の学習時間を比較する事により、「学びからの逃走」

の実態はいっそうより明瞭になっているのが現状であ

る制。この現状に対し、映像制作を用いた実践報告の

中では美術の授業に全く興味を示さなかった学生が真

剣に取り組む姿が見られ、生活態度に問題のある学生

が放課後に残ってまでも活動するなど、放課後の学習

の態度が具体的な変化として現れているのである却。

つまり、「学びの逃走」を示すデータのーっとして

上げられていた校外学習の学習に対する意欲の低下に

対して、映像制作を取り入れた授業の中では上向きの

変化が見られているのである。

1ι 学習目的の遣い

メディアリテラシーの観点から行われた映像制作実

践も、シネリテラシーと名付けられた活動や、これと

類する学習効果を目標とした実践もそこで行われてい

る内容はどちらも同じであり、学習者が体験する内容

は映像作品を企画し作品として具体化することにあ

る。それでは、メディアリテラシーとシネリテラシー

の違いは何であろうか。

メディアリテラシーとしての映像制作は制作を通し

て作り手の;;t¥意性がどこに入り込むかに気づくための

ものであるc映像は現実が映っているように見えるが、

実際には慾意性が入り込む余地が多分にあることを知

ることで批判的に映像と接することができる能力を身

につけるのである。つまり、テレビを中心とした映像

は批判的に見る事が正しい姿勢であるという前提条件

を納得させ、その姿勢を身につける上で必要な映像の

文法や制作方法を知るために映像の制作体験をさせる

事がメディアリテラシー体験としての学習目的とな

る。

一方シネリテラシーは何らかの正しさや知識を得る

事よりも「協同学習」を通じて得られる実感や社会性

を重視した学習になっている。
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「協同学習」とは多様な能力や関心をもっ子どもた

ちが相互の違いを通して学び合うことであるが、映像

制作はこのスタイルの学ぴが発生しやすい。なぜなら

ば映像制作には様々な作業が平行して行われ、それに

伴い個々人の多様な能力が必要となるからである。ま

た、この学習は対話から場に必要な知識を学習者自身

が生成してゆくため、日本型の学力としてその弱きが

問題視されている創造的思考のトレーニングの場とし

ても有意性が認められる。さらにこの「協同学習Jへ

の積極的な取り組みは、「協同学習」実現が世界の趨

勢である似)動きとも一致している。

メディアリテラシーにせよ、「協同学習Jの有意性

を活用したものにせよ、いずれも美術教育の中での映

像制作はその実践を通して社会問題や教育問題の改善

に取り組む機会として時代に即した形で用いられてい

る事が映像制作を実践する最大の意義である。

w 小学校・中学校・高等学校における

映像表現の取り扱い

小学校関岡工作科における映像表現については、小

学校学習指導要領図画工作科の中では明確に触れられ

ている部分は見られない。しかし、小学校学習指導要

領解説図画工作編(平成 20年6月)の 11 改訂の

経緯」において、 121世紀は、新しい知識・情報・技

術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域

での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す、いわゆ

る「知識基盤社会」の時代であるJ45 と社会文化的

状況と情報技術の変化と教育における重要性について

触れられている。また、小学校図画工作科の教科書に

おいても下記の表に示す実践例が挙げられている。小

学校においては静止画像(写真)による表現や、それ

らをつなげた動画作成、手描きのものをつなげたアニ

メーション、コンピュ}タの使用が取り上げられてい

る。これらの実践は、動画の仕組みを理解する一助と

なり、中・高等学校で実写映像を取り扱う土台となる

活動であると云える。さらに、文部科学省が定める、

各学校で取り揃えるべき用具・用品においても、情報

機器やその再生機器について定められている。現状で

は、各学校 学級に 1台程度と示されているものが多

く、実践を行おうという意欲があれば、かろうじて実

施できる程度である。映像メディアを表現として取り

扱うためには、児童が取り扱う危機については 8人あ

たり I台程度の導入が望ましいと考える。

表-2 小学校図画工作科教科書における映像メディア分野の題材必)

学年 題材名 概要 教科書名/出版社/発行年

5・6年 アニメーションを作ろう
紙・ゾートロープ・デジタルカメフ コン 図画工作5・6上/日本文教

ビュータなどを使用したアニメ}シヨン制作 出版/平成 25年

5・6年 コンピュータなと'を使って
デジタルカメラによる撮影 コンピュータを 図画工作5・6上/日本文教

使用した画像の合成 出版/平成25年

5・6年 パチりいただき身の回り
デジタルカメラによる撮影 コンピュータを 新しい図工5・6いいこと考

使用した画像の合成 えた/東京書籍/平成 25年

5・6年 伝え方を楽しもう
デジタルカメラによる撮影・コンピュータを ゆめを広げて 図画工作5・

使用した画像の合成・ストーリーの作成 6下/開隆堂/平成 25年

表-3 文部科学省が定める小学校教材整備指針 映像関連機器の抜粋

機器の名称 必要数 教科等 機能別分類

実物投影機 I学級あたり 1程度 学校全体で共用可能 発表・表示用教材

テレビ(地上デジタル放送対応) I学級あたり 1程度 学校全体で共用可能 発表・表示用教材

DVDプレーヤー・ブルーレイプレーヤー I学年あたり 1程度 学校全体で共用可能 発表・表示用教材

デジタルオーデイオプレーヤー 1学年あたり 1程度 学校全体で共用可能 発表・表示用教材

7'ロジェクター 1学級あたり 1程度 学校全体で共用可能 発表・表不用教材

映写幕 l学年あたり 1程度 学校全体で共用可能 発表・表示用教材

デジタ yレカメフ 1学級あたり l程度 学校全体で共用可能 情報記録用教材

デジタルピデオカメラ(動画編集ソフト付) 1学年あたり 1程度 学校全体で共用可能 情報記録用教材
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DVDレコーダー・ブルーレイレコーダー 1校あたり l程度 学校全体で共用可能 情報記録用教材

ICレコーダ 1学年あたり 1程度 学校全体で共用可能 情報記録用教材

印刷機(カラーコピー機など) 1校あたり 1程度 学校全体で共用可能 情報記録用教材

カフープリンタ 1校あたり 1程度 学校全体で共用可能 情報記録用教材

イメージスキャナ I校あたり 1程度 学校全体で共用可能 情報記録用教材

中学校の美術科においては中学校学習指導要領 第

2章第6節美術の「第 3 指導計画の作成と内容の取

扱いJ2に示されている内容の指導における配慮事項

のなかで、11各学年の IA表現」の指導に当たっては、

生徒の学習経験や能力、発達特性等の実態を踏まえ、

生徒が自分の表現意図に合う表現形式や技法、材料な

どを選択し創意工夫して表現できるように、次の事項

に配慮することj とし、「イ 美術の表現の可能性を

広げるために、写真・ビデオ・コンビュータ等の映像

メディアの積極的な活用を図るようにすることoJ1ウ

日本及び諸外国の作品の独特な表現形式、漫画やイ

ラストレーション、図などの多様な表現方法を活用で

きるようにすること。J'"と示している。

高等学校美術科における映像表現の取り扱いについ

ては、指導要領解説によれば、「従前(平成 10年版

筆者補足)の指導要領では「伝達」のための表現の能

力の育成に重点を置いて示していたが、今回(平成

20年筆者補足)の改訂では「伝達jだけでなく、「感

じ取ったことや考えたこと」を基にした表現の能力の

育成も重視して内容を整理した。J働とある。

この平成 20年版指導要領においては、内容IA表現j

の中に指導すべき事項として (1)絵画・彫刻 (2)デ

ザイン、 (3)映像メディア表現の 3つを挙げ、映像メ

ディア表現を一つの分野として取り扱っている。

その「内容JA表現 (3)映像メディア表現の具体

的内容においては、

く美術 1> 
ア 感じ取ったことや考えたこと、目的や機能を基

に、映像メディアの特性を生かして 主題を生

成すること

イ 色光、視点、動きなどの映像表現の視覚的要素

を工夫して表現の構想を練ること。

ウ 意図に投じて映像メディア機器等の用具の特性

を生かすこと。

エ 表現方法や編集を工夫して表現すること。

く美術11>

ア 自然、自己、社会などを深く見つめ、映像メデイ

アの特性を生かして主題を生成す ること

イ 映像表現の視覚的要素などの効果を生かして創

造的で心豊かな表現の構想を練ること

ウ 主題に合った表現方法を工夫し創造的に表現す

ること

く美術1lI>

ア 映像メディアの特性を生かして独創的な主題を

生成し、表現の構想を練ること

イ 主題に合った表現方法を工夫し、個性を生かし

て創造的な映像メディア表現をを追 求するこ

と

とし、内容 IB鑑賞」においても 美術 Iの中でイ映

像メディア表現の特質や効果などを感じ取り、理解す

ることかと示している。

以上のように、小 中・高各校種において、映像表

現は徐々に図画工作、美術科の表現形式として取り入

れられてきている。高等学校において平成、 10年、

平成 20年と学習指導要領の改訂が重なるにつれて映

像メディア表現についてより詳細に示されるように

なった事も、この分野の重要性が増している事を示し

ているといえよう。

1IIl! まとめ

ここまで見てきたように「教育美術」を用いて概観

する事により、美術教育における映像制作の実践は、

時代の問題を反映し、対処しようと反応した結果で

あった事が読み取れた。ただし、継続した問題点とし

て人材面の教育や機材面の不備があり実践は容易では

ない。映像制作の実践は学習指導要領に「映像メディ

ア表現jが盛り込まれて以降も、盛り込まれる以前と

同様ある種の条件のもと行われる実験的な授業である

色合いが強い。それは、教育的な意義で語れば新しく

入り込んできた社会を構成する映像的マスメディァと
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いう要素に対する挑戦的な取り組みであり、学力低下

と言う教育的な問題に対する速やかな対応を行うため

の実験である。

実験的な実践は条件などの特異性から汎用性が低

く、諸条件の整わない教育環境から見ると共有できな

い有用性が疑問視される実践として扱われる可能性が

ある。

しかし、これらの実験的な実践は好意的に扱われる

べきである。デューイは大学付属の小学校を実験学校

として様々な実践をおこなったが、この実践について

学外の教育者から共有化できないとの指摘を受けた。

これに対する反論として、彼は実験が他の人々が実験

を行わないで済むようにするものであり、彼の実践が

いっさいの学校にとって必要であり可能である事を証

明するためのものであると述べた回)。実際、デューイ

の実践やそこから得られた見識はその後の教育学に多

大な影響を与え発展に寄与している。

「教育美術」で読み取れる映像制作の実践は個々の

現場により行われているため、テ占ユーイの実験とは様

子が異なる。だが、その実践は現実的な社会や教育の

問題に目を向け、そこから映像制作に教育的に有意義

な価値があるものを見いだし、取り組まれているとい

う点では同じである。

このように、美術教育と映像制作の実践を概観する

ことで、映像制作における美術科としての現代的な教

育的価値が浮かび、上がってきた。つまり、映像制作の

実践は変化の早い社会のあり方や新しい教育問題に対

して素早く反応し、その対応を教育的な実践として行

う事が美術教育では可能であった事を示した具体的な

事例群であったのである。映像制作を美術教育に取り

込む事すなわち「映像メディア表現」の教育実践を行

う事は、現代の教育現場の問題に取り組むことにつな

がり、美術科教育存在の有意性を積極的にとらえられ

るものと云えるのである。

「映像jというメディアの捉え方についても、中学

校指導要領解説美術 Iの中で、「写真や映画の技術、

さらにコンビュータの発達は、視覚的イメージを精敏

かっ高速に記録、複製、伝達することを可能にし、画

像編集や様々な情報を統合した表現を容易にすること

によって、多様で創造的なイメージの生成を促し、私

達の視覚的経験を飛躍的に拡大させてきた」日}と述べ

られているように、今や映像メディアは我々の感性を

生成するー要素として存在している。テレビ、インター

ネット、スマ}トフォンの普及などによって動画が身

近になった現在の状況において、映像表現は児童・生

徒にとって身近に触れることが出来る表現形式である

とともに、その制作においては協同的活動を促し、作っ

た作品を鑑賞活動と結びつけやすい題材であるとも云

える。

そして、その社会的意義としては「国際社会の下で、

心豊かな日本人としての感牲を育み、豊かなメディ

ア社会を形成していく資質を高めることが重要であ

るJ叫と示されている。従来からの問題点として、教

育現場における映像機器の不足・人材の不足が挙げら

れてきたが、小型ピデオカメラやスマートフォンなど

の録画機器の進化により、機器の価格低下や取り扱い

の簡便化が図られ、以前に比べて動画の撮影も身近な

ものとなってきていることから、今後この問題は解消

に向かうことが期待される。さらに、中学校、高等学

校学習指導要領で示されている内容は制作上複雑な内

容を含んでおり、表現として映像を取り扱う力を養う

ためには、小学校においても実践や鑑賞の機会を設け、

段階的に教育が行われる事が望ましい。以上の観点か

ら、映像表現の制作体験を小学生から実施することは

充分な教育的意義と効果が認められると考える。
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